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原子力事故問題の不確実性と「原子力話法」：
科学的専門知と市民的生活知の相克について

The Uncertainty of Nuclear Accidents Issues and “Nuclear Discourse” :
Confl ict between Scientifi c Expert Knowledge and Civic Everyday Knowledge

渋　谷　敦　司

要約
2011年 3月 11日の東日本大震災直後に発生した福島第一原発の事故が私たちにつきつけた問題
は、放射線による生命と健康に対する脅威に加えて、これらの問題について誰ひとりとして確実な
ことがわかっていないという現実であった。本稿では、原子力および原子力事故に関する不確実性
という問題と関連して、核兵器と原子力発電の開発の歴史をたどり、その歴史的過程における「科
学的・専門的知識」の社会的・政治的役割を「原子力話法」という点から特徴付け、この「原子力
話法」が福島第一原発事故後の政策的対応と、茨城県内の原発立地・周辺地域におけるポスト震災・
原発事故社会の地域政策過程をも規定し続けている中心的要因であることを指摘する。本稿は、「原
子力話法」をキー概念として、震災を挟んで東海村の将来ビジョンとして策定された、「原子力サ
イエンスタウン構想」の持つ意味を実証的に検証していくための、予備的考察である。

１．はじめに

　今回の福島第一原発事故後の日本社会の現
実を事故と関連して展開された支配的言説の
社会的特徴に着目していちはやくから明ら
かにしようとした議論として、経済学者の
安富歩の「東大話法」についての考察（安富 

2012）がある。安富は欺瞞的な言葉の使い
回しを「東大話法」と名付け、この話法が偽
りの「安心」と「絆」を生み出して「共同体」
を成立させていることを、原発事故後の社会
状況を分析することで明らかにしようとして
いる。この欺瞞的な言葉の使用が顕著であっ
たのが、事故後の状況を説明、解説する専門
家や事故対応について説明する政府・行政関
係者らの言説であった。当時、政府の事故対
応についての広報責任者となった枝野官房長
官が使った、「ただちに健康に影響はありま
せん」という言い回しが、そのような言説の

代表的な事例である。これは、リスクは心配
するほど大きくないので安心してほしいとい
う趣旨で発せられた言葉であったが、当時の
原発事故状況に危機感、不安感を募らせてい
た側からこの言葉を聞けば、「長期的には影
響が出るかもしれない」という事故影響の不
確実性を言い換えたものに過ぎないと解釈で
きる。わからないものをわからないと言わず
に、「影響はない」、「心配はない」、「危険は
ない」と断定的に表現するような、このよう
な欺瞞的な言い換えを、安富は「原子力安全
欺瞞言語」の本質ととらえ、原子力という「分
野」自体がこのような言葉の言い換えによっ
て成り立っていると指摘する（安富 2012：
32-33）。
　人間の心や思考を言葉の言い換えによって
支配する方法とそのような支配によって成立
する社会や国家のありようを批判的に描いた
ものとして有名なのは、ジョージ・オーウェ
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ルの『１９８４』である（Orwell 1949）。こ
の作品は、米ソ冷戦時代が幕を開けるころ
に当時のソビエト連邦を全体主義国家のモ
デルとして描き出した逆ユートピア小説で
あり、安富が「魂の植民地化」と表現する
ような民衆支配を可能とする手段としてこ
の小説に登場しているのが「ニュースピー
ク」（Newspeak）という話法であった。この
ニュースピークという話法を司る政府機関と
して登場するのが、「真理省」（The Ministry 

of Truth）である。ニュースピークは省略形
を好むので、The Ministry of Truthは省略して
Minitrue（小さな真実）と略記される。「真理
省」は報道、娯楽、教育および芸術を担当す
る役所である。そして、軍事部門を担当し戦
争遂行に責任を負う省庁は、「平和省」（The 

Ministry of Peace）と呼ばれている。ちなみに、
法と秩序を司る治安組織は、「愛情省」（The 

Ministry of Love）である。
　安富氏が原子力という分野を支える言葉の
言い換えの事例として列挙しているものは、
まさにこの逆ユートピア小説の中で描かれて
いるニュースピークに他ならない。「危険」
は「安全」、「不安」は「安心」、「隠蔽」は「保
安」、「事故」は「事象」、「原子炉の老朽化」
は「原子炉の高経年化」、「高レベル放射性廃
棄物」は「特定放射性廃棄物」、等々が言い
換えの事例である（安富 2012：33-35）。実は、
原子力に関連する一連の問題群について言葉
の言い換えや欺瞞的な言葉の使い回しに着目
した考察は、福島第一原発事故を直接のきっ
かけにした安富氏の論考が初めてではない。
　ジョージ・オーウェルの「ニュースピーク」
から直接的なインスピレーションを得て、ア
メリカにおける核開発の歴史をスリーマイル
島原発事故直後の状況までたどりながら、言
語、言説、話法という点に焦点を当てて批
判的に総括した作業として、ステフン・ヒル
ガートナーらの研究がある。彼らは、核兵器
をも含めた原子力関係者に特徴的な語法を

「ニュークスピーク」（Nukespeak）と命名し
た（Hilgartner and O’Connor 1982=1983）。そ
れは、文字通りの、「原子力話法」である。
  このような「原子力話法」は、1986年のチェ
ルノブイリ原発事故の影響に関する科学者や
専門家たちや各国政府関係者や国際機関の関
係者の言説にも見られたものであり、そして
今また福島第一原発事故後の現実を説明、解
説する言説としても大きな社会的、政治的影
響力を持って流通している。震災後注目され
るようになった「原子力ムラ」という用語を
ある社会状況の問題性を浮かびあがらせるだ
けの「呪いの言葉」から、より社会科学的
な概念に転換していくために、「原子力ムラ」
内部のアクター間の相互作用をより重視する
「ガバナンスネットワークとしての原子力ム
ラ」概念を提唱する風間（2015）も、原子
力政策分野のガバナンスネットワークの特異
性を、基本的には安富が「原子力話法」とし
て定式化した原子力をめぐる「欺瞞言語」な
いしは「神話」の果たしてきた役割に求めて
いる（風間 2015：3-16）。
  本稿では、われわれが 1999年の東海村で
の臨界事故以降に開始し、福島第一原発事
故以降も継続してきた原子力施設と地域社
会の関係についての一連の研究（渋谷 2005; 
2010; 2011; 2013a; 2014a; 2014b）と、原子
力と関連したこれまでの「リスク認知研究」
に関する筆者の批判的考察（渋谷 2013b）を
ふまえて、原子力に関する専門家の言説とそ
れが一般市民の原子力意識や原発事故に関連
するリスク認知に与える影響について考察を
加え、市民が原子力研究を含めた科学・技術
の遂行過程に参画し、科学・技術政策のあり
方をコントロールしていく可能性、すなわち、
原子力政策におけるローカル・ガバナンスの
可能性を実証的に明らかにしてくために不可
欠な視点として、「原子力話法」概念の有効
性を確認してみたい。
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2 ． 原子力に関する「専門知」と「原子
力話法」についての先行研究

（1）原子力に関する夢物語を語る言説
　最初に、核開発の発祥の地であり、その「成
果」を広島と長崎で実践的に応用し、原子力
の威力を世界に先駆けて示して見せた米国に
おける先行研究に注目すると、「原子力話法」
と訳すことができる「ニュークスピーク」と
いう概念に基づいて米国における原子力関連
言説を批判的に分析した、上記のヒルガート
ナーらの研究が挙げられる。彼らは、政治的
言説を形成する上での言語の役割に注目した
ジョージ・オーウェルの問題意識を継承して、
広島と長崎への原子爆弾投下後の数十年間に
形成されてきた、婉曲語法、論点回避、意味
不明なあいまいさを特徴とする「核開発」に
関連する政治的言語を、「ニュークスピーク」
（Nukespeak）と名付けた。この政治的言語は、
スリーマイル島原発事故を「重大な出来事」
（event）、「付随的な出来事」（incident）、「異
常な事態の展開」（abnormal evolution）、「標
準的な異常事態」（normal aberration）、「原子
力プラントの過渡的状態」（plant transient）
等々と言い換えてきた、独特の用語法である。
そして、このニュークスピークは、原子力に
関する固定化された物の考え方（mindset）、
世界観、信念体系から生み出される言語であ
り、情報や知見・知覚をふるいにかけるフィ
ルターの役割を果たすものと理解される。ま
た、この言語と世界観は相互促進強化的な関
係にあるということも指摘される。核開発
の歴史の中心に情報管理の問題を見る著者ら
は、ニュークスピーク概念を駆使して、核開
発政策の中で展開された政府の秘密主義と
原子力宣伝キャンペーンの歴史を明らかに
しようとしている。核開発政策の推進者たち
は、ニュークスピークを使うことによって自
らの希望を現実と混同し、自分の願望や思い
込みを事実だと主張してきた。その結果、核

兵器と原子力に関する議論は一貫して歪め
られることになったのだと、彼らは指摘する
（Hilgartner and O’Connor 1982: ⅹⅲ -ⅹⅳ）。
　マンハッタン計画による核兵器開発の国家
プロジェクトが開始する前の 1940年代初頭
から、原子力によって夢のような社会が実現
するという言説が展開されていたことをヒル
ガートナーらは紹介しているが、ここではそ
のような戦前の原子力言説を下敷きにしつつ
展開された戦後の「平和のための原子力」政
策関連の言説に注目してみたい。1930年代
に核分裂の発見を新聞記事にした記者であ
り、後にマンハッタン計画の公式記者として
採用されて最初の核爆発実験にも立ち会った
ウイリアム・ローレンスが、戦後に一般向け
の雑誌記事などを通じてこのような言説を展
開して、「原子力の明るい側面」を熱心に説
いて回った代表例として紹介されている。同
じように、原子力の二面性を前提にしつつ、
その力を人間がコントロールすることによっ
て夢を実現することが可能になるという考え
を、わかりやすく教育的に説いたものとし
て、ディズニーが 1956年に出版し、映画化
した『我が友アトム』（Our Friend the Atom）
がある。アラビアンナイトの物語の中から着
想を得て、原子力を、壺に閉じ込められてい
て漁師によって外に出された巨大な魔神に例
えて、漁師が機転を利かせて恐ろしい魔神の
力を自分の願いを実現するためにうまく利用
したのと同じように、現代の科学者は原子力
という恐ろしい破壊力を解き放ったが、この
科学者たちは「魔神の力」を「平和的かつ有
用な方向」に転じる方法を持っていると、こ
の現代の物語は述べていく（Hilgartner and O’

Connor 1982: 38-39）。福島第一原発事故後の
われわれの状況から見ると、「平和利用」そ
れ自体に内在する「魔神」の破壊力にこそ注
目すべきではないだろうか。その点で、「漁
師と魔神」の寓話から生まれた英語のイディ
オムに、「魔神を壺の外に出す」（let the genie 
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out of the bottle）があり、この表現には、いっ
たん生じたら歯止めをかけることが困難な事
象を生起させてしまう、という意味合いがあ
り、原子力を「魔神の力」に例えたディズニー
の物語は、図らずも「魔神はいつまでも人類
の友であり続ける保障はない」という現実を
予示していたものとして、改めて現代的視点
から鑑賞する価値がある。
　アイゼンハワー大統領が 1953年 12月 8
日の国連での演説で「平和のためのアトム」
の理念を唱道したことは有名である。その演
説をきっかけにして、「平和のためのアトム」
という言葉は、ほとんど宗教的な意義を持つ
スローガンになっていったとヒルガートナー
らは指摘する。アイゼンハワー大統領の演説
で描き出された「原子力の平和利用」による
夢の将来ビジョンは、戦前から展開されてい
た、原子力を動力とする飛行機、列車、船、
ロケットや、原子力の農業分野への応用、安
価な電気の実現などを物質的な豊かさが実現
した理想郷として描く物語りを再生産したも
のに過ぎなかったが、1954年から 1955年
かけて、原子力発電所の起工式や米国で最初
の原子力発電による電気を送電網につなげ
るイベントなどを通じて、また、ジュネーブ
で開催された国連の「原子力の平和利用に関
する国際会議」などを通じて、世界に拡散
されていった（Hilgartner and O’Connor 1982: 
41-53）。
　このような「原子力の平和利用」キャンペー
ンも含めて、政府および原子力関連事業者ら
が常に重視してきた活動として、宣伝・広報
活動がある。ヒルガートナーらが指摘するよ
うに、宣伝・広報活動は 1940年代の核実験
プロジェクトにおいても非常に大きな位置を
占めていた。1946年の大規模核実験プロジェ
クト「オペレーション・クロスロード」で広
報上の課題となったのは、放射線の影響を調
べるために核爆弾投下目標地点に配置された
艦船に載せられた、実験用の動物に対する一

般国民からの反応であった。動物実験に対す
る世論の反応以上により深刻で持続的な広報
上の問題を残すことになったのが、放射性降
下物（フォールアウト）による放射能汚染問
題であった。
 　1940年代から 50年代にかけての原子
力広報活動については、米国における核開
発の歴史をアメリカ文化論の視点から論じ
たポール・ボアイヤー（Paul Boyer）の研
究でも詳細な検討が行われている（Boyer 

1985=1994）。彼は、マンハッタンプロジェ
クトに関わった原子力科学者たちを中心とし
た科学者運動に注目し、核兵器が二度と使
われてはならないという思いに突き動かされ
て、核がもたらす破局について人類に警告を
発し始めた科学者たちの社会運動が、現実の
政策に影響を与えることなく短期間のうちに
衰退していく過程を分析しながら、その背景
にソ連を敵対視して軍備増強を図り、国内の
「非米活動」を摘発するための査問を展開し
たトルーマン政権の政治的な動きがあったこ
とを重視する。そして、その過程で、原子力
関係の科学者や物理学者たちに対する「政治
の世界の現実を知らない理想主義だ」という
ような一般的な批判が高まっていっただけで
はなく、原子力委員会（AEC）自体が「忠誠
審査」を実施して、ロスアラモス研究所の物
理学者らが FBIの調査を受けるというような
事態が拡大していった事実を指摘する。この
ような 1940年代末にかけての政治的文脈の
中で、政治的活動、社会運動から離れていく
科学者たちが増え、世論に対する科学者たち
の影響力も縮小していったのである。（Boyer 

1985: 93-107）。
　このように、トルーマン政権は核軍備増強
政策を推し進める過程で核の軍事利用の危険
性を訴える科学者たちの政治活動を封じ込め
つつ、他方で、原子爆弾を実用化したことを
米国の産官学協同がもたらした最大の成果と
して強調し、科学研究に対する国家予算を増
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強することの重要性を 1945年 9月の議会演
説で既に訴えた。トルーマンの科学政策に呼
応するように、原子爆弾の開発を科学研究活
動の成功事例として、科学と科学者に対する
一般公衆の理解と好意的態度を促進しようと
するキャンペーンが、科学者自身の中からも
生まれてきた。1940年代末にかけて、いっ
たんはしぼみかけた原子力に対するバラ色の
期待、原子力がもたらす夢物語が息を吹き返
す。戦時の核兵器開発に代わって（あるいは
それに加えて）平時の原子力産業が雇用を拡
大し生活を豊かにすることへの期待がメディ
アで急に語られるようになる。そして、この
変化は、自然発生的なものではなく、原子力
に対するより肯定的な態度を一般公衆の間に
醸成しようという目的での、政府、企業、メ
ディアが一体となって推し進めた意識的な取
り組みの結果であったのである。このような
イメージ戦略を担い、メディアや学校等の団
体、組織と良好な広報関係を作り上げる部門
として 1947年に AEC内に設置されたのが
「広報・技術情報部」（Divison of Public and 

Technical Information）であった (Boyer 1985: 
267-295）。
　核実験による放射能汚染に対する世論にど
のように広報戦略上対応していくかという課
題をかかえつつも、1950年代以降は「原子
力の平和利用」政策を推進し、1960年代以
降は動き始めた商業用原発を推進していくた
めに、大規模な宣伝活動が展開されていった。
その中心は、原子力委員会（AEC）が展開し
た大規模な広報キャンペーンであった。原子
力委員会が展開した広報活動は、民間事業者
が原子力発電事業を軌道に乗せ、他国に原発
を売り込んでいくために必要なイデオロギー
的環境整備であったとヒルガートナーらは指
摘する。原子力委員会が広報媒体として活用
したものは多岐にわたっており、映画、パン
フレット、テレビ番組、ラジオ番組、原子科
学博覧会、講演会、移動展示、教室での実演

講習、等々が含まれていた。原子力委員会は、
テネシー州のオークリッジに米国原子力博物
館も建設している。さらに、ボーイスカウト
の活動で「原子力功労賞バッチ」を配布した
り、各大学で「原子科学」、「原子工学」の講
座開設を支援する活動も展開した。電力会社
も、「アトムとイブ」（The Atom and Eve）、「A

はアトムの A」（A is for Atom）などの宣伝映
画を作成している。これらの映画は、1960年
代を通じて国内外のテレビ番組で頻繁に取り
上げられ、膨大な人数の視聴者が原子力 PR

映像を視聴することになる。原子力委員会が
作成した「原子を理解する」（Understanding 

The Atom）というタイトルの無料パンフレッ
トは、1962年から 69年にかけて 800万部
以上が全米の小学校から大学にまで配布さ
れ たという（Hilgartner and O’Connor 1982: 
74-75）。
　このような原子力広報活動が盛んに展開さ
れはじめた 1960年代には、原子力に対する
世論自体は比較的好意的な状態を維持してい
た。しかし、1970年代に入ると原子力に対
する否定的な世論が高まりを見せるように
なり、原子力を推進する側の広報活動はよ
り一層強化されていくことになる。その一つ
が、世論調査の活用であった。世論調査結果
のデータを使って、広報戦略を練っていくと
いうことであるが、それと関連して、世論
調査会社であるケンブリッジ・レポート社が
作成した「電力産業」調査報告書に関するメ
モがメディアにリークされた。そのメモは、
1975年に行われた世論調査のデータに基づ
いて作成されたもので、過去 10年間に観察
された原子力発電に対する支持の低下を食い
止めるための「短期的戦略」を列挙したもの
であった。メモは、「適切なターゲットに向
けて適切な媒体を使って適切なメッセージを
伝えること」が決定的に重要だということを
強調していた。上記の世論調査会社の報告書
における各種のデータは、原子力発電に対す
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る支持が「女性、低学歴層、低所得層、若年
層、黒人」などで低くなることを指摘し、原
発広報戦略のターゲットグループとして、女
性、若者、そして、いわゆる「社会経済的地
位の低い集団」（low SES groups）の三集団を
取り出してみせる。この三つのターゲット集
団それぞれに応じて異なる「メッセージ」を
発信するべきと、メモは提言している。
　まず、女性向けには、原子力という技術に
よって女性と子どもたちが危険にさらされて
はいないということを説明し、「原発の基本
的安全性」を確信させる必要があるという。
若者向けには、原子力に関する議論を「持
続的な経済成長の望ましさ」に関する議論に
方向づけする努力をすべきで、経済成長のた
めにはより多くのエネルギー利用が必要にな
り、そのエネルギー供給には原子力が不可欠
であることを理解させる必要がある。メモに
よれば、反成長路線を支持する若者たちは、
反成長がもたらす自分たちにとっての結果に
ついて無自覚であり、経済成長しないことの
代償を若者たちに理解させることが必要だと
いうことになる。「社会経済的地位の低い集
団」にとっての課題は単純な問題であり、情
報が欠如しているということにつきると、メ
モは指摘する。知識の不足しているこの集団
は、「流言飛語」に最も影響を受けやすいが、
エネルギー供給と成長の関係性についての情
報を提供しさえすれば、経済成長を否定する
「新しいピューリタリズム」の代償を払わさ
れるのは自分たちであることは容易に理解さ
れる、とこのメモは指摘する。
　次に情報伝達の媒体としてメモが注目する
のが、「科学者たち」である。原子力の最良
のスポークスマンは「科学者たち」である。
なぜならば、公衆は科学を信頼しており、科
学者たちを信じているので、科学者たちの話
しを進んで聞こうとするだろうからである。
したがって、原子力の広報戦略は、言語明瞭
な科学者を正面に押し立てて展開すべきであ

る、とメモは進言する。そして、スポークス
マンとしてのすべての科学者は、自分の科学
者としての信用証明を最大限に強調すべきで
あるとメモは付け加えている。個別集団ごと
の特性に応じて、科学者に加えて、女性向け
には原発周辺地域に居住していて原発に対す
る不安を感じていない原発賛成派の女性をス
ポークスパーソンとして活用すべきであるこ
と、若者向けには若い科学者を、黒人向けに
は黒人の政治、教育、労働運動、教会関係の
指導層を、そして、「社会経済的低位階層」向
けには労働運動のリーダーを、それぞれスポー
クスマンとして活用すべきとアドバイスする。
そして、このようにして展開する原子力宣伝
キャンペーンは、原子力に関する議論の焦点
を、「原発を建設すべきか否か」というよう
な論点から、「いかにしてあなたの仕事と家
庭にとって必要なエネルギー・電気を確保す
るのか」という論点に振り向けるようにすべ
きだ、と結論づける（Hilgartner and O’Connor 

1982:78-80）。
　ヒルガートナーらは、1970年代半ば以降
に展開されてきた原子力広報戦略は、このケ
ンブリッジ・レポートのアドバイスの線に
沿って展開されてきたと指摘している。福島
第一原発事故後にあらためて注目されるよう
になった日本における原子力事業者の広報戦
略やメディア戦略（本間 2013、朝日新聞「原
発とメディア」取材班 2013、柴田 2013）も、
アメリカで展開されてきたこのような広報戦
略をモデルにして展開されてきたと言ってよ
いだろう。特に、大手広告代理店勤務の経験
がある本間の著書では、1991年に当時の科
学技術庁が日本原子力文化振興財団に委託し
て作成された「原子力 PA方策の考え方」と
いう世論対策マニュアルが詳細に紹介されて
いるが（本間 2013：47-64）、その内容は上
記のケンブリッジ・レポートの考え方とうり
二つである。
　1970年代半ばに原子力に対する世論が非
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好意的になるにしたがって、原子力推進政策
の最大の課題が技術的問題であるよりも、原
子力に対する一般公衆の「受容的態度」をい
かに形成するかという課題として認識され
るようになり、多様な原子力世論調査と世論
調査研究や「リスク認知」研究が展開される
ことになった経緯については、社会学者の
ウイリアム・フロイデンバーグ（William R. 

Freudenburg）らが 1980年代初頭に詳細な検
討を加えている（Freidenburg and Eugene Rosa 

1984）。彼らの研究は、原子力を無条件に推
進しようとする意見は少数派の意見となって
いること、原子力に対して懸念を抱く一般公
衆の態度にはそれなりの合理性があること、
一般公衆の原子力に対する懸念をセンセー
ショナルなメディア報道や反対派の恐怖宣伝
に帰す考えはパターナリスティックな誤りで
あること、技術的な問題のみを重視して自分
たちが技術的な真実を独占していると考える
こと自体が技術の将来を危うくすること、事
故や問題が生じたときにそれを過小評価する
こと自体が原子力への不信を強化しているこ
と、などを指摘する。原子力関係の情報提供
における「誠実さ」を原子力事業者に推奨す
る、このような研究自体、従来の原子力広報
活動をバージョンアップした「リスク・コミュ
ニケーション」（渋谷 2013a）という名の新
たな「原子力話法」の歴史的登場として注目
する必要があるだろう。

（2） 「科学的知識」をめぐる政治的対立と原
子力話法

　ニュークスピークの問題として先のヒル
ガートナーらの研究で重視されているもう一
つの論点として、原子力、放射線の危険性を
否認、過小評価するための「科学的知識」の
使われ方、あるいは科学的言説の問題がある。
一つは、アメリカ国内における核実験がもた
らした放射性降下物（fallout）による放射能
汚染、被曝問題をめぐる論争である。著者ら

は、放射性降下物問題が当時の原子力委員会
にとって最大の広報上の課題であったという
観点から、放射性降下物問題と放射線の危険
性を否認、過小評価する言説を取り上げ、分
析を加えている。彼らが注目する原子力委員
会をはじめとした核実験を含めた原子力政策
推進側の言説戦略の第一は、情報自体の秘匿、
あるいは放射性降下物に関するデータ自体を
最初から集めない、測定しないという戦略で
ある。
　放射性降下物とそれが健康に与える影響に
ついて最初から調査を行わず、データも収集
していなければ、情報の隠蔽さえ必要でなく
なる。「秘密を守るための最良の方法は、自
分自身を含めたすべての人から事実を隠す
ことである」この考えを文字通り実践した
例を、ネバダ核実験に関する 1979年の議会
公聴会に見ることができる。この公聴会で
は、1978年にカーター大統領によって「電
離放射線の健康影響に関する省庁間特別委員
会」の委員長に任命されていた、保健・教育・
福祉省（HEW）のピーター・リバシ（Peter 

Libassi）が証言を行い、アメリカの国民がな
ぜ放射性降下物と低レベル放射線の影響に関
する「不確実な問題」について知らされるこ
とが無かったのか、その理由を挙げている。
第一は、「国家安全保障に関する最優先事項」
のためであるが、結論的に、リバシは、「不
確実な問題」にアメリカ国民は対処できる能
力を持っていないとする一般的な雰囲気があ
り、「事実」を提供されても国民は「正しい
リスク・ベネフィット判断」を行えないだろ
うという考えが政策担当者の間に存在してい
たことが、情報が提供されなかった主な理由
だと指摘している。この議会公聴会ではユタ
州知事のスコット・メイスンも証言を行い、
当時の原子力委員会が「全力で展開した広報
キャンペーン」の目的は核実験場周辺住民に
「危険はまったくない」と納得させ安心させ
ることであったと指摘し、「危険はまったく
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ありません」という言葉が核実験のたびにラ
ジオ放送などで繰り返されたと、当時のユタ
州南部地域の状況を振り返る証言を行ってい
る。
　そして、この広報キャンペーンの最も陰湿
な性格を象徴する事例が、公衆衛生局（PHS）
職員を使った放射能測定チームの編成であっ
た。一つは、公然の測定チームで、その役割
は核実験場周辺地域住民の中に入ってあらゆ
る機会をとらえて住民向けの説明会や原子力
広報映画などの上映活動を行い、広報活動を
展開することであった。もう一つの測定チー
ムは秘密にされ、その主な役割は放射性降下
物による汚染レベルが高い「ホットスポッ
ト」の測定を行うことであった。住民の日
常生活に溶け込んで広報活動を展開する測定
チームのメンバーは普段着で活動していたの
に対して、後者の秘密測定チームのメンバー
は放射性降下物の塵などが体に付着するこ
とを避けるために防護服に身を固めた完全防
備体勢で活動を展開していたと言われている
（Hilgartner and O’Connor 1982: 84-87）。
　原子力委員会の放射線測定活動に関連する
情報隠蔽的対応については、そもそも核実験
に伴うモニタリングがおざなりなかたちで実
施されていたという問題が指摘されている。
測定場所がハイウエー沿いを中心とした限ら
れた場所であったこと、測定のための人員も
限られていたこと、放射性降下物は風下に均
一に分布するはずだという前提で測定箇所が
少なくても十分であるとみなされていたとい
う実態である。ネバダ州およびユタ州では、
住民から軽度の放射線病に似た身体的症状が
数多く報告され、人口集中エリアに「ホット
スポット」が生じている可能性が示唆された
が、核実験の影響を受けたエリアで残留放射
能を測定することはまれであった。このよ
うな原子力委員会の放射能測定活動の問題点
を AEC内部から告発することになったのが、
AEC所属の科学者として放射性降下物の研

究を担当していたハロルド・ナップ（Harold 

Knapp）であった。
　ナップは、先の 1979年議会公聴会で、ミ
ルクや生野菜等に含まれる放射性核種からの
放射線量レベルに関するデータを体系的に集
める努力がされていなかったこと等を証言
し、当時牧羊業者らが羊の異常死を核実験に
よる放射性降下物のせいだと訴え出たことに
対して AECが放射性降下物原因説を否定し
続けたことについても、体内摂取された放射
性物質が羊に与える影響に関する実験データ
を当時既に AECが持っていたにもかかわら
ず、決定的に重要なデータを無視し、あるい
はデータを歪曲、曲解することによって、政
府の対応を歪めることになったと指摘した。
　AECの研究者であったナップは、1963年
に、放射性ヨウ素を体内放射線源として考慮
しないことが被曝量、特に乳児や子どもたち
の被曝量を大幅に過小評価することにつな
がっていたということを指摘した。彼の研究
は、牛乳に含まれる放射性ヨウ素の実測デー
タが欠落していたところを、当時 AECが公
表していた外部被曝線量推定値を用いて、放
射性降下物に含まれた放射性ヨウ素の初期
量、乳牛が牧草から摂取する放射性ヨウ素の
量、それが牛乳に移行する量、成人および乳
幼児が消費する牛乳の量などを推計しつつ、
ある一定量レベルで放射性ヨウ素が甲状腺に
集まってくるメカニズムを明らかにするとい
うものであった。ナップの 79年議会公聴会
での証言によれば、彼の研究結果は、当時
の AECが、ネバダ核実験場の風下地域で放
牧されていた乳牛からのミルクを飲んでいた
乳幼児たちの甲状腺被曝線量を、100倍から
1000倍も過小評価していたということを示
す内容であった。このことは、外部放射線の
レベルが当時の AECのガイドラインの範囲
内であったとしても、人々が非常に高いレベ
ルで甲状腺被曝を受けた可能性があるという
ことを意味するものであった。
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　当然、AECの上層部はこの研究結果が原
子力広報キャンペーンに与える影響を憂慮し
て、研究結果の公表・出版を抑えにかかった。
AECは異例の措置としてナップの研究につ
いて内部評価委員会を立ち上げたが、結果と
して評価委員会は研究論文の出版を認めると
いう判断を下した。最終的に、AECはナッ
プの研究論文を出版することに同意したが、
具体的な地名を挙げて被曝量を計算している
事例などを全て削除することを条件としてつ
けてきた。ナップも、検閲されてないオリジ
ナルバージョンの論文は後で科学雑誌に投稿
して公表すればよいと判断し、この条件をの
むことにした。このような経緯で検閲済みの
ナップ論文は出版公表されたが、AECの核
実験に関するその後の方針、政策はまったく
変更されず、核実験の健康影響調査を実施す
ることに対して AECは抵抗を続けた。1965
年に公衆衛生局が甲状腺の臨床検査を含む子
どもたちの調査をユタ州で実施すると決定し
た時には、AEC幹部がこの調査を原子力広
報にとっての潜在的脅威ととらえ、調査が依
拠する前提について技術的問題点を指摘し論
難できるように組織的準備をしておくべきで
あると考えていたことを示す、内部資料が後
に公表されている（Hilgartner and O’Connor 

1982: 93-97）。
　放射性降下物による小児甲状腺被曝問題の
重要性を明らかにしたナップの研究をめぐる
原子力委員会による情報隠蔽工作について
は、1970年代末にネバダ核実験場風下住民
たちが開始した訴訟提起に至る活動を、科学
者たちの関与を含めて詳細に取材したピュリ
ツァー賞受賞作家のフィリップ・フラドキン
（Philip Fradkin）の著書でも、ナップ自身へ
のインタビューを含めて詳細な言及がなされ
ている。フラドキンの著書の中でナップは、
住民訴訟担当の弁護士が協力依頼をしてコ
ンタクトをとった政府内部の科学者の一人、
しかも住民訴訟に協力的に対応した例外的

な「厳しく統制された組織内部の異端的科学
者」として紹介されている。ナップの研究活
動の結果として、放射性ヨウ素の危険性につ
いて関心が高まり、1963年中に上下両院に
よる原子力合同委員会が開催され、リバモア
研究所のゴフマンらによる新たな調査研究が
展開されることになった。当初、AECはゴ
フマンらによる調査が放射性ヨウ素に関する
論争を収束させることを期待したのだが、結
果的にゴフマンと彼の教え子であるアサー・
タンプリン（Arthur Tamplin）が中心となっ
てまとめた研究結果は、毎日 1リットルの生
乳を飲んでいたユタ州セントジョージアの子
どもたちが受けた甲状腺被曝線量が相当高い
レベルのものであることを示す内容で、AEC

にとってみれば火に油を注ぐようなもので
あった。最終報告書は、AEC監修の下でロー
レンス放射線研究所の文書として公表され
たが、被曝線量に関する数値は AEC幹部と
リバモア研究所の科学者との間での協議に
よって引き下げられる結果となった（Fradkin 

1989: 192-202）。
　原子力委員会による、ナップの研究の検
閲、公表差し止め問題に関しては、この論
争の根底に科学的知識の生産、流通をめぐる
AECの政治的戦略と言うべき問題が存在し
たことを地理学的かつ科学史的観点から指摘
する研究がある。スコット・キルシュ（Scott 

Kirsch）は、AECの科学研究における空間表
象の仕方と一般向けコミュニケーションに見
られる特徴として、住民と地域の環境に直接
関連する問題や、放射性降下物の危険性には
現実的・空間的なバリエーションがあるとい
う事実をあいまにする戦略がとられているこ
とを指摘する。このように、具体的な地域と
そこで生活する人間から科学者が距離をとる
ことは、「科学者の客観性」を根拠づける方
法である。ナップの調査報告書問題が表面化
する少し前に、AECが採用した甲状腺被曝
に関する「客観的な」研究手法は、ビーグル
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犬を実験動物として利用した被曝実験であっ
た。それは、ネバダ核実験場で行われた 100
キロトン級の「セダン」と呼ばれた核実験で、
ケージに入れた犬を爆心地から 31マイルと
42マイルの二つの地点に配置し、「物理的な
サンプリング機器と生きた測定装置（ビーグ
ル犬の甲状腺のこと）を比較する目的」で実
施されたものだった。核実験の影響を受ける
であろう風下住民が実際に生活している環境
において測定を行うのではなく、地域社会、
コミュニティから距離をとったところで動物
実験を行うということ自体が、AECの戦略
の一部だとキルシュは指摘する。
　他方、ナップが採用した調査方法は、これ
とはまったく対照的なものであった。そして、
AECの側が問題視したのもその点だった。
ナップの調査手法は、比喩的な意味でも、地
理的な意味でも「境界線を越える」ものだっ
たのである。ナップは、AECの科学者以外
に、公衆衛生局の科学者やユタ大学の科学者
などとも連絡を取り合い、核実験場の風下住
民やネバダの牧場主らにも直接会い、核実験
の放射能測定担当者らからも測定の手順など
を具体的に聴取し、手紙のやりとりも行い、
放射性降下物の危険性を再評価する過程で具
体的な生身の人間が実際に体験したことを描
写する努力を重ねていったのである。それは、
AECから見れば、AECが努力して築きあげ
てきた境界線、核実験場周辺住民との「良好
で穏やかな関係性」を破壊するものとして批
判の対象となったのである。しかし、ナップ
の立場から見れば、具体的な人と場所の要
素をデータ収集過程で重視すること、それを
科学者の社会的責任の問題として意識するこ
とこそが重要だったのである（Kirsch 2004: 
173-179）。
　放射性降下物の健康影響をめぐる論争に
ついては、AECの側から見た歴史的記録も
ある。AECの内部文書にアクセスする権限
を持っている現原子力規制委員会所属の歴史

学者であるサミュエル・ウォーカー（Samuel 

Walker）は、放射線防護の歴史をまとめる中
で、この問題に関しては科学者の間でも意見
が割れていて、核実験に責任を持っていた当
時の原子力委員会の立場は、放射性降下物の
放射能レベルは非常に低く、公衆の健康に深
刻な脅威を与える可能性はないこと、核実験
のリスクは軍事競争でソ連に遅れをとるより
もはるかに危険性が低いこと、「リスクの程
度は（国家安全保障上の利益と）天秤にかけ
て評価されるべき」という考えに基づくも
のであったと述べている。彼によれば、放射
性降下物論争の中心的な論点は、核実験の国
家安全保障上の利益が放射性降下物の危害を
正当化することができるのかであり、この問
題は基本的に政治的問題であったのである。
（Walker 2000: 20）。
　ウォーカーは、このような放射性降下物論
争が低線量被曝問題への一般公衆の関心と放
射線被曝への恐怖心を高めることにつながっ
た点を重視し、それが原発由来の放射線に
対する恐怖へと広がっていったということ、
その過程で 1960年代末から 70年代にかけ
て、「ゴフマン -タンプリン論争」と言われ
るものが展開され、AECによる研究結果出
版への介入問題が発生したことにも言及して
いる。問題の出発点は、AECとアーネスト・
スターングラス（Ernest J. Sternglass）との間
で展開された、核実験による放射性降下物の
健康影響をめぐる激しい論争であった。ス
ターングラスの主張については日本でも彼の
著書等が翻訳、紹介されてよく知られている
が（Sternglass 1972, Secret Fallout, 反原発科
学者連合訳『赤ん坊をおそう放射能』新泉社、
1982年）、論争の発端は彼が一般向け雑誌で
あるエスクワイア誌（Esquire）に記事を掲
載し、1951年から 1966年までの核実験によ
る放射性降下物の結果、37万 5千の 1歳以
上乳児の死亡と数知れない胎児の死がもたら
されたと主張したことである。彼のこの主張
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は、1969年の春から夏にかけてメディアか
ら大きな注目を浴びることになり、AECお
よび関係機関からの批判だけではなく、彼の
方法論、前提、結論をめぐって核実験反対派
の科学者からも批判を呼び起こすことになっ
た。
　スターングラスの主張を慎重に再評価し
ようとした研究者の一人が、AEC関連の研
究を請け負っていたローレンス・リバモア
研究所のアーサー・タンプリン（Arthur　R. 

Tamplin）であった。胎児と新生児の死亡率
に最も大きな影響を与える要因として貧困層
の生活水準を重視するタンプリンは、放射性
降下物の影響を否定はしなかったが、スター
ングラスの主張では放射性降下物の影響が少
なくとも百倍は過大に評価されていると指摘
した。しかし、このタンプリングの計算が正
しいとしても、放射性降下物の影響で 8000
の胎児死亡、4000の新生児死亡がもたらさ
れたということになる。タンプリンがこの研
究結果を公表しようとすると、AECの生物・
医学部門の幹部たちの懸念を呼び起こすこと
になった。AECの幹部は、タンプリンの研
究結果からスターングラス批判の部分だけを
公表し、タンプリンの独自推計部分は公表し
ないようにと圧力をかけた。しかし、タン
プリンはそれに同意せずにすべてを論文とし
て『原子科学者会報』（Bulletin of the Atomic 

Scientists）に掲載した。タンプリンと AEC

の間に生じた亀裂は、彼がその後、原発増
設に伴って低線量放射線の健康影響が増大す
ること、具体的には、原発増設に伴ってガン
で死亡する人間が年々増大するという考えを
示唆し始めることによって、拡大していった
（Walker 2000: 36-38）。
　タンプリンの主張に賛同してその後共同研
究者として原発批判の論陣をはっていったの
が、タンプリンの上司かつ大学院時代の指導
教員で、リバモア研究所の生物医学部門の部
長であったジョン・ゴフマンであった。彼ら

は、現行の「許容被曝線量」が維持されてい
けば相当数のアメリカ人がガンを追加発症す
ることになると主張し、当時の「許容被曝線
量」が低レベル放射線のリスクを過小評価し
た結果であり、現行の被曝ガイドラインが
「完全にばかげたもの」だと批判した。AEC

の規制部門を引き継いだ原子力規制委員会の
側からこの論争を歴史的に振り返っている
ウォーカーから見れば、「原発の便益はその
リスクに値する」という当時の「コンセン
サス」に挑戦するに至ったタンプリンとゴフ
マンの「レトリック」は、彼らが所属組織で
あるリバモア研究所や学会からも疎外されつ
つあったことの表れであったとみなされる。
そのような状況を具体的に象徴する例とし
て、上下両院議会原子力合同委員会で証言し
た 29人の放射線の専門家たちが、タンプリ
ンとゴフマンのことを根拠のない警鐘を触れ
回っている「ごく少数の専門家」と批判した
ことを挙げている。（Walker 2000: 40-41）。
　「全米放射線防護委員会」（NCRP）および
「国際放射線防護委員会」（ICRP）などの歴
史を原子力推進政策の歴史として批判的に分
析した日本人研究者、中川保雄も、タンプリ
ンとゴフマンが原子力委員会と対立した経緯
に言及している。中川は、先の原子力合同委
員会は二人の議論を封じ込め、「徹底的に孤
立化させる」ためのもので、先の 29人の専
門家たちは、放射線防護政策を支える理論と
して台頭してきた「リスク -ベネフィット論」
を主張する原子力委員会に忠実な学者たちで
あったと、指摘している。そして、この論争
の結果、孤立したのはタンプリンとゴフマン
の方ではなく、論争で手痛い敗北を被ったの
は原発推進派だったというのが、中川の評価
である（中川 2011: 130-131）。しかし、この
評価とは対照的に、ウォーカーによれば、タ
ンプリンとゴフマンらの主張が一般公衆に受
け入れられていったのはその主張が客観的に
正しかったからというよりは、彼らの低レベ
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ル放射線の危険性に関する議論が「ニュース
の見出しにうってつけの素材」であったこと、
すなわち、その主張がわかりやすくて大衆の
関心を確実に呼び覚ますようなものであった
からだということになる。しかも、低線量被
曝の影響について詳しいことがわかっておら
ず、科学的に未解決の問題であったので、彼
らの主張が誤りであると証明することも難し
かった。他方、放射線防護については十分な
措置をとっていると主張した AECや NCRP

などの組織の説明の仕方は、専門的過ぎたと、
ウォーカーは両者のレトリックのちがいに注
目し、しかも当時の政治情勢が一般大衆の
環境問題への関心の高まりに応じて AECに
とって不利に作用した結果、タンプリンとゴ
フマンの主張が一般大衆に受容されていった
のだと結論する（Walker 2000: 64-65）。
　1970年代以降の低線量被曝の健康影響を
めぐる論争を評価する上での中川とウォー
カーの対照的視点は、ワシントン州ハン
フォード (Hanford)の核施設労働者の被曝問
題調査をめぐる論争をどのように見るかとい
う点にも現れている。論争の発端は、マンハッ
タン計画の中枢施設として核兵器製造のため
にプルトニウムを抽出する施設として建設さ
れたハンフォードの核施設で働いていた労働
者の死亡記録分析結果が、ピッツバーク大学
のトーマス・マンクーゾと英国のアリス・ス
チュワート（Alice Stewart）らとの共同研究
成果として公表され、低線量被曝の危険性を
論証する論文として一般向けメディアや議会
公聴会で「多大なる共感的注目」を集めたこ
とである。ウォーカーがここでも強調してい
ることは、マンクーゾらの研究が、多くの放
射線研究者たちによって、使用されたデータ、
方法論、結論などの点について厳しい批判に
さらされながらも、メディアが彼らの研究結
果を大きく取り上げたことによって、既存の
放射線防護基準の健全性に対する疑念が高ま
り、低レベル放射線の危険に対する新たな懸

念が呼び覚まされることになったということ
である。（Walker 2000: 92-95）。
　これとは対照的に、中川はマンクーゾらの
研究結果を「原子力労働者の被曝のまっとう
な評価であった」（中川 2011: 181）と見て
いるが、ウォーカーは、マンクーゾらの研究
が科学的には多くの欠陥をかかえたもので
あったにもかかわらず、原発に対する不安が
高まりつつあった当時の時流に棹さすことに
よってメディアの注目を集め、低レベル放射
線と原発に対する不安を煽ることになった
という点を強調する。いわば、マンクーゾら
の研究がメディア報道を通じて原子力開発を
推進する政府機関と原子力産業に対する「風
評被害」をもたらしたという見方に近い評価
である。しかし、米国の核開発政策における
「原子力話法＝ Nukespeak」の研究を行って
きたヒルガートナーらは、マンクーゾの研究
とそれに対する AEC関係者たちの組織的対
応の経緯について、まったく別の見方をして
いる。彼らは、マンクーゾの研究をめぐる論
争の核心を科学論争の装いのもとで展開され
た、原子力政策推進機関による「広報」戦略
的対応に見ている。そして、その広報戦略的
対応の原子力話法的キーワードとして彼らが
注目したのが、「必要以上に過度な不安と恐
れ」（undue anxieties and fears）という言葉で
あった。マンクーゾらの研究結果が世間に広
まることに対して広報戦略上様々な対抗措置
をとった AECをはじめとした政府関係機関
の目的は、低レベル放射線の影響に関する「必
要以上に過度な不安と恐れ」を払拭すること
にあったのである（Hilgartner and O’Connor 

1982: 104-105）。
　ヒルガートナーらが低レベル放射線の問題
と並んで「原子力話法」という観点から注目
している問題は、高レベルの放射性廃棄物の
処分をめぐる問題群である。そして、この問
題領域でも、「広報」が主たる課題として意
識されていたのである。放射性廃棄物処分問
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題の深刻さを「広報」戦略によって目に見え
ないものとして「管理」しようとする原子力
政策主体の側のアプローチが、米国政府の
主力核兵器工場施設であったハンフォード
（Hanford）における大規模な放射性廃棄物漏
洩、放射能汚染問題を生みだすことになった
のである。この事例から、AECはじめとし
た原子力関係の政策当局が一貫して重視して
いたのは、放射能を封じ込めることではなく、
放射性物質の「処分」が引き起こす一般公衆
の「不要な不安」を封じ込め、「管理」する
ことであったことがわかる。まさにこの現実
は、われわれが福島第一原発事故後の日本に
おいて日々経験することになった現実とぴっ
たり重なるものである。
　「原子力話法」の典型例として、ヒルガー
トナーらは、ハンフォードの貯蔵タンク問題
が 1959年に開催された上下両院合同原子力
委員会の公聴会で取り上げられた時のやりと
りを紹介している。タンクの耐久性やタンク
からの放射性物質の漏洩が実際に起きたこと
はないのかどうかという質問に対して、ハン
フォード施設群を管理する担当者は、タンク
の寿命については不明な点があるが数十年は
持つであろうこと、50年程度で寿命が来る
と想定しても、入れ替え用のタンクを新設し
て適切な時期に廃液を次々に移し替えていけ
ば十分安全に対応していけると述べ、タンク
からの廃液の漏洩については、「疑わしい出
来事」（suspicious occurrences）が報告された
ことはあるが、「実質的な調査」（substantial 

investigations）を行い、「これらのタンクから
の漏洩は一度も検出されなかったので、放射
性物質の漏洩はこれまでなかったと確信し
ている」と回答した。この担当者の公聴会で
の言明を、ヒルガートナーらは、不確かな
データしかない状況で「原子力思考」（nuclear 

mindset）がどのように作動するのかを象徴
する事例だ、と指摘している。（Hilgartner and 

O’Connor 1982: 147-152）。

（3） 原子力関連施設に関するモノグラフ的
研究と原子力話法

　地域社会と原子力施設の関係を研究してき
たわれわれの問題意識から「原子力話法」の
問題を見る場合、具体的な地域社会におい
て「原子力話法」がどのように作動するか
が重要な論点になる。そこで、米国における
原子力施設と地域社会の関係に着目したモ
ノグラフ調査を概観してみたい。まず、先に
も見た、ハンフォードについてのモノグラフ
調査である。AECを引き継いだエネルギー
省（Department of Energy=DOE） が 1986 年
2月にハンフォードに関する大量の文書類を
機密解除したことによって放射性物質や化
学物質による深刻な環境汚染の実態が明る
みに出た。地元在住の在野歴史学者として
その実態を詳細に分析したミッシェル・ガー
バー（Michelle S. Gerber）の研究が、代表的
事例の一つである。彼女は、公衆に知られる
ことなく大量の放射性物質等が排出されて大
規模な環境汚染が生じたという事実から学
ぶべき教訓が何であったのかと問いかけ、基
本的に問われているのはアメリカの民主主義
そのものであると指摘し、その問題の中核が
汚染された環境で生活し労働する諸個人の健
康および安全に関するデータに対するアクセ
ス権と、その権利に対置された秘密主義と国
家安全保障の問題であると指摘する（Gerber 

1992=2007: 9）。
　ガーバーがハンフォードの歴史を包括的に
分析する中で重視する問題の一つは、この秘
密主義がハンフォードで研究に従事した保健
物理学者や放射線の専門家たちの挙動と思考
に与えた影響であり、施設周辺の地元リッチ
ランド（Richland）住民たちのメンタリティ
に与えた影響である。ハンフォードに集めら
れた保健物理学者たちの当初の任務は、放射
線の危険性について明らかにし、それを測定
し、プルトニウム生産に従事する労働者の安
全を確保するための作業手順を確立し、測定
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器具の調整などを行うことであった。その後、
彼らの役割は、作業従事者の被曝モニタリン
グおよびハンフォード施設群の周辺環境の放
射能汚染モニタリングに拡大していった。こ
のような役割を遂行して行く過程でまず問題
となったのは、放射線防護政策を立案するに
あたって作業従事者に対して放射能に関する
情報をどの程度開示するかであった。
　ハンフォードの核施設群が 1943年から戦
後の 1955年にかけて拡張整備されていく時
期は、地元の町であるリッチランドが核施設
従業員の居住する特殊な地域コミュニティと
して拡大していく時期でもあった。リッチラ
ンドの住民は全体として高学歴で、豊かで健
康でもあり、また若いという特徴を持ち、こ
の地域の出生率は米国の中で最も高いという
特徴も示していた。1940年代末のリッチラ
ンドは、タイム誌などのメディアにも取り
上げられる、行政サービスも充実した理想的
な居住地、「原子力時代のユートピア」とし
て発展しつつあった。他方、核兵器製造作業
に伴う健康危害や原子炉からコロンビア川に
排出される排水の温熱効果問題などがニュー
スで取り上げられるようにもなったが、ハン
フォードの保健物理学者たちはそのような報
道に機敏に対応し、施設での作業の安全確保
は徹底されており、従業員が健康被害を受け
るような放射線被曝は生じていないこと、居
住地であるリッチランドおよび周辺環境への
影響については、プルトニウムはプラントの
中に安全に閉じ込められていて、それが漏れ
出て地域住民に危害を及ぼすようなことはな
いこと等を指摘し、安全性を強調した。
　このように、AECから地元行政までもが
一丸となって核施設群の操業上の安全性を強
調してきた結果、ハンフォード施設群が立地
するコロンビア盆地の汚染を疑う人はほとん
どいなかったという。ジャーナリストが地域
住民を取材しても、放射能汚染の不安を口に
する人はおらず、住民からの主な反応は核施

設に対する「信頼」と「楽観」であった。し
かし、現実には、1944年頃から異変の兆候
はハンフォード施設群周辺で顕在化しつつあ
り、ハンフォードの保健物理学者や化学者た
ちも環境モニタリング活動を開始し、原子力
プラントから核分裂生成物および放射化生成
物が漏れ出ているという事実を把握していた
のである。ハンフォードの科学者たちは、従
業員の被曝をチェックするために尿検査、甲
状腺検査、身体表面の放射能測定を徹底し、
リッチランド地域の牛乳、水、その他の食料
の検査、地域住民の検査などを行っていくこ
とになる。しかし、このような検査、計測活
動に比べて重視されなかったのが、一般公衆
への情報提供活動だった。ガーバーは、この
問題が発展途上の新技術に関する国民への情
報アクセス権保証という、アメリカ民主主義
にとっての重要課題であること、そこで問わ
れているのは新技術の潜在的リスクと不確実
性について理性的で持続的な公共的討論をい
かに可能にするかである、と指摘する（Gerber 

1992=2007: 71-75）。
　以上の問題と関連して、ガーバーがハン
フォードの歴史の中で重視する問題の一つ
が、潜在的リスクと不確実性という問題の焦
点にある放射線の生物・医学的影響に関する
研究史である。放射線の生物・医学的影響に
関する研究は戦時の原爆開発計画の一環と
して開始され、終戦後は核の「平和利用」と
して原子力開発を推進していく過程において
重要課題の一つとして展開されていった。ハ
ンフォードの研究者たちは、当初から、この
ような研究において重要な役割を果たして
いた。特に、ヨウ素 131が羊に与える影響
や、トリチウムおよびプルトニウムの生物・
医学的影響、植物の放射線に対する反応など
の研究で、ハンフォードの科学者たちはパ
イオニア的な役割を果たしていた。また、彼
らは、核実験の放射性降下物を追跡調査する
という点でも、影響力のある先駆的な役割を
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果たしていたのである（Gerber 1992=2007: 
171-172）。
　このように放射能測定活動や放射線の生
物・医学的影響に関する研究で重要な役割を
果たしていたハンフォード自体が、巨大な放
射能汚染源となって周辺環境に重大な危害を
もたらしていたことが、1986年 2月を境に
して公にされることになった。それは、米国
エネルギー省（DOE）のハンフォード施設群
に関する 19万頁にのぼる機密文書の機密解
除決定がきっかけであった。ワシントン州は、
ハンフォード歴史文書検証委員会を設置し、
機密解除された膨大な文書の抄録作成を開始
した。また、米国疾病管理センター（CDC）
やワシントン州の社会・保健サービス局のス
タッフをメンバーとする「ハンフォード健
康検証パネル」などの組織が結成され、ハン
フォード施設群周辺に居住する住民が浴びた
であろう潜在的な被曝線量を推計する作業も
開始された。学校や市民会館等での集会が開
催され、新聞をはじめとしたメディアによる
報道が数ヶ月も続いた。住民たちのショック、
怒り、恐怖、絶望感も相当なものであったと
言われる。
　他方、ハンフォードでの核兵器製造作業が
終了することは既に決定されており、原子炉
も稼働停止され、残ったのは大量の放射性破
棄物という現実の中で、地域の将来を担う有
望な事業として登場したのが膨大な廃棄物の
「除染計画」であった。この「除染」（cleanup）
作業には、廃棄物の保守管理という仕事だけ
ではなく新たな研究開発の活動も含まれてお
り、570億ドルにものぼる産業経済活動、研
究活動を約束する計画であった。1989年 5
月には、エネルギー省、環境保護局、ワシン
トン州の三者間で除染計画に関する合意が交
わされている。当面の課題は、液状の放射性
廃棄物がこれ以上土壌汚染を拡大しないよう
にすることであったが、老朽化した原子炉の
廃炉処分に伴って新たに危険な廃棄物が発生

しないようにすることも三者間合意に盛り込
まれた重要課題であった。核施設の跡地を除
染して環境を修復する計画は、2018年を目
標としつつ、「環境修復・廃棄物管理 5カ年
計画」として実施されていくことになった。
この五カ年計画が公表されるに伴って、様々
な分野の企業がハンフォード周辺地域に進出
してきた。
　ところが、このような除染計画の始動に伴
う新たな希望を打ち砕くような事実が 1990
年に明らかになった。それは、「ハンフォー
ド環境被曝線量復元プロジェクト」のフェー
ズⅠに関する調査結果であった。その調査
結果によると、1945年から 1947年にかけ
てハンフォードの化学処理プラントから排出
されたヨウ素 131の量と、1964年から 1966
年にかけての原子炉からコロンビア川への排
出物の量はいずれも膨大なものであった。歴
史的な被曝線量データをつきつけられた地域
住民の間では、再び怒りや裏切られたという
感情が渦巻くことになり、自分たちが実験の
ための「モルモット」として扱われたと怒り
の声を上げる人たちも現れた。地元新聞も、
エネルギー省が長年にわたってデータを秘匿
してきたことに怒りをぶつけ、このような秘
密主義自体が「途方もない暴挙」であると断
罪し、放射線被害者への早急な補償を訴えた
（Gerber 1992=2007: 213-214）。
　以上のようなハンフォードの歴史を機密解
除された資料を基に概観したガーバーがあら
ためて確認しているのは、核開発にともなう
秘密主義の深刻さである。原子力の未来があ
まりにも肯定的、楽観的にとらえられた結果、
廃棄物処理問題などの負の側面がなおざりに
されていくようになり、同時に多くのデータ
が機密扱いされていくようになった。この秘
密主義が、多くの科学者の英知を集めて廃棄
物処理問題という難題に対処することを遅ら
せてきた元凶であるというのが、ハンフォー
ドの歴史からガーバーが引き出した教訓であ
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る。戦後の核開発の歴史の中で、ハンフォー
ドは環境モニタリング活動において最も徹底
し技術的にも優れた事例となるものであった
が、その先駆的な事業は、収集されたデータ
のほとんどが機密扱いされたために、躓くこ
とになってしまったのである。
　その後のハンフォードは、情報公開と住民
参加を前提として放射性物質の処理および除
染の研究拠点として順調な発展を遂げること
ができたのだろうか。人類史上最大の廃棄物
除染計画に関して、激しい議論がかわされ
ているのが現実であると、ガーバーは著書の
第 3版に追加されたエピローグで指摘して
いる。ハンフォード施設群の主要プラント
は 1990年代から停止措置、除染、廃止・解
体措置というプロセスを経て、2000年代に
入ってから高度に汚染された核施設構造物の
全面的な解体作業に入っていった。しかし、
ハンフォードに残された 177の地下埋設型
の高レベル放射性廃棄物貯蔵タンクへの対処
は、難問として 2000年代以降も残り続けて
いる。実際に行われている作業は、貯蔵タン
クを日々安全に維持するために、モニタリン
グ、修復作業、換気作業、サンプリングを継
続するということで、「子守的作業」と揶揄
されている。既に 177ある貯蔵タンクのう
ち 68のタンクで放射性物質の漏出が確認さ
れ、あるいは漏出した疑いがもたれている。
他のタンクでも漏出が起こることは時間の問
題であり、高レベル放射性廃棄物を他に移し
て処理することが不可欠の課題となっている
（Gerber 1992=2007: 220-248）。
　放射性廃棄物の処理および除染問題の深
刻さが明らかになったことに加えて、ハン
フォード施設群で働いていた労働者と周辺
住民の健康被害の実態も、2000年代に入っ
てあらためて注目されるようになった。その
きっかけとなったのは、エネルギー省が主要
関連施設周辺の健康問題について聴聞会を開
催したことである。リッチランド市での聴聞

会は 2000年 2月に開催され、多くの参加者
が自分や家族の健康障害体験について証言し
た。各種のガンによる死亡だけではなく、流
産、死産、不妊症、息切れ、めまい、消化困
難、発疹、等々の症状、体験が報告された。
ハンフォードの労働者や家族がこのような体
験を公開の場で話すことはそれまでなかった
ことで、その意味でこの聴聞会は歴史的な出
来事であったという。地元の新聞等のメディ
アも、ハンフォードの暗黒面が明らかにされ
たと、この聴聞会の様子を報道した。
　聴聞会の 2ヶ月後、エネルギー省は、クリ
ントン政権が各種の業務上の疾病に対する補
償をエネルギー省関連施設労働者およびその
遺族に行う方針を決定したことを公表した。
副大統領のゴアは、「政府の過ちを認め、彼
らの苦しみに対する償いの方法を立案し、政
府がエネルギー省関連労働者たちの代弁者と
なることによって、癒しのプロセスを開始す
る」と述べたという。2000年 10月に成立し
た、「エネルギー関連従業員の職業病補償に
関する法律」（Energy Employees Occupational 

Illness Compensation Act）がその成果であっ
た。しかし、この職業病補償プログラムは、
開始早々に批判を呼び起こすことになった。
支払い決定がなされるケースが非常に少な
いこと、作業員の被曝線量データなどの記
録や就業歴に関する記録が不完全であった
り存在していなかっり、入手できないとい
う問題などが批判されてきている（Gerber 

1992=2007: 270-274）。 
　ハンフォードに関するもう一つの重要な研
究として、ハンフォード施設群をめぐる環境
問題を環境社会運動の展開に焦点を当て、旧
ソ連でハンフォードと同様の役割を担った核
兵器製造施設群であるチェリャビンスク地域
の「マヤーク」（Mayak）核兵器製造工場と
比較研究を行ったラッセル・ダルトン（Russell 

Dalton）らの共同研究がある。この研究でも、
情報公開法によるハンフォード関係の機密文
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書の機密解除が大きな契機となっており、特
にこの情報公開によってハンフォードの環境
問題に関連する多くの市民運動が組織された
ということが、研究の基本的な出発点になっ
ている（Dalton et al. 1999）。
　ダルトンらの研究で焦点を当てられている
のは、核兵器製造工場がもたらした環境汚染
（放射能汚染）問題に対して、市民運動がど
のように展開され、それが政策や社会自体を
どのように改革しつつあるのかを明らかにす
ることである。また、環境問題に関する市民
運動の発展を促す環境意識、住民意識の形成
のプロセスや、核兵器開発政策遂行過程で生
じる様々な問題に政府機関がどのように対応
したのかを、米国のハンフォードの事例とロ
シアのマヤークの事例を対象に比較分析する
という問題意識である。そして、これらの研
究上の論点と関連して、基本的に問われてい
るのは、「現代民主主義の本質」に関する根
本的問題である（Dalton et al. 1999: 9-23）。
　原子力に関する「情報」と「知識」がどの
ように社会的に構築されてくるかを「民主主
義」の問題として考察するという観点からダ
ルトンらの研究に注目した場合、マヤークの
原子力施設立地地域住民とハンフォードの地
元住民を対象に行った意識調査の分析が特に
重要である。彼らの調査結果は、ロシアの住
民と比べて米国の住民で放射能汚染問題を含
めた地域の環境問題に懸念を抱いている割合
がかなり低くなっていること、ハンフォード
の地元であるリッチランド住民は、他の地域
の住民と比較すると、過去にハンフォード施
設群で大規模な放射性物質の大気への放出や
地下水への漏出があったことを認める割合が
低くなっていることを示している。その理由
として、ダルトンらは、リッチランド住民が
原子力施設の地元住民としてハンフォード施
設群での活動を身近に知っているにもかかわ
らず、ハンフォード施設群に経済的に依存し
ているという、ある種の企業城下町（company 

town）としての地域特性上、原子力産業に従
事している個人が原子力施設に対して向けら
れる環境問題批判を割り引いてとらえる傾向
があるのではないか、と分析している（Dalton 

et al. 1999: 97-110）。
　住民意識の中での環境問題に関する不安意
識は、市民の環境運動の展開可能性に影響を
与える要因である。ダルトンらの研究では、
環境問題意識に加えて、環境運動に対する住
民の態度も調査対象としている。この点に関
する調査結果は、米国よりもロシアの住民の
方が環境運動団体を支持する傾向が強く、そ
れぞれの国において、核施設の立地している
地域住民の方が施設から離れたいわゆる「風
下」地域の住民よりも環境運動団体を否定す
る意識が強いこと、を示している。逆に、核
施設の地元住民は科学者や環境保護局（EPA）
などの行政当局を信頼する傾向が強いという
ことも明らかになっている。このような調査
結果は、核施設地元住民意識の中に定着して
いる、政府の核兵器開発計画に対する信頼感
を反映したもので、「リッチランド家族」現
象と一般に言われてきたものが存在している
ことを示していると、ダルトンらは結論して
いる（Dalton et al. 1999: 251-258）。
　このような調査結果は、日本でも指摘され
てきている、原子力事業者や専門家と原子力
施設立地地域の住民が一体となって「共同体
＝ムラ」意識を形成してきたという現実が米
国でもロシアでも存在していることを示すも
のとして、注目に値するだろう。このような
原子力共同体意識の問題は、原子力政策にお
ける民主主義という根本的問題に直結してい
る。ハンフォードの歴史を含めて、核開発政
策の歴史は、国家安全保障の論理と秘密主義
によって市民による民主主義的権利行使が阻
害されてきた歴史であり、その根底には政府
および原子力事業者による情報操作、情報秘
匿、情報制限があったとダルトンらは最終的
に結論している。市民に情報を知らせない
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ことにより、限られた知識に基づいた政策決
定がなされ、政策自体が歪められていく。こ
のような秘密主義は、科学的研究自体をも制
約することになり、科学の自浄作用が機能し
ない結果、科学の発展自体が阻害されること
になる。このような情報や科学的知識をめぐ
る自己閉鎖的な状況が歴史的に形成されてく
るなかで、リッチランドに代表される原子力
施設の地元は自己閉鎖的な強いアイデンティ
ティを持った「共同体」として形成されるこ
とになったとダルトンらは結論する。このよ
うなハンフォードの歴史は、日本おける「原
子力ムラ」の形成の歴史とぴったり重なるも
のと言えるだろう。
　ハンフォードに関する研究に加えて、「原
子力話法」をめぐる市民と科学者の関係を考
察する上で注目すべき研究として、ニュー
メキシコ州のロスアラモス国立研究所（Los 

Alamos National Laboratory）に関する文化人
類学的、民俗誌的研究がある。ジョセフ・マ
スコ（Joseph Masco）は、ロスアラモス国立
研究所を研究対象とすることの意義を次のよ
うに述べている。「原子力の時代はニューメ
キシコで幕を開けた。ロスアラモスの科学者
たちが 1945年に軍事用原子機器を発明する
ことによって創り出したものは、単に新しい
技術ではない。彼らが生みだしたのは、新
しい意識の形態であり、それまでの世界とは
まったく異なる世界に生きていくための新し
い方法であった」。マスコによれば、現代の
アメリカ社会は、いまだに、ロスアラモスの
「遺産」によって形成され続けているという。
その「遺産」とは、終わりのない技術的進歩
の可能性に対するユートピア的信仰、人類絶
滅をもたらしうる技術的インフラに支えられ
た日常生活である（Masco 2006: 1）。
　マスコは、マンハッタン計画にはじまる米
国の核開発の歴史において中核的な役割を果
たしてきたロスアラモス国立研究所の歴史
を、アメリカ先住民ら少数人種・民族が主に

居住していた米国の「辺境」に位置する農村
的地域が、先端科学研究施設を含む巨大な核
軍需産業経済の地域につくりかえられていく
過程として描き出す。彼は、核兵器開発に
よって米国が世界の超大国になっていくとい
う「国家建設」のプロセスを、少数人種・民
族が居住する地域コミュニティの視点から
「放射性植民地主義」（radioactive colonialism）
の典型例として分析することを提案する
（Masco 2006: 26-27）。
　この過程は、少数人種・民族が居住してき
た地域の環境が破壊されるという意味での
「環境差別」（environmental discrimination）を
伴うプロセスとして地域の物理的環境を根本
的につくりかえるだけではなく、日常生活
自体がまったく新しい「心理社会的実体」を
伴ったものとして経験されるようになる過程
である。それは、ベックの「リスク社会」論
で指摘されるような、目に見えず、触覚不能
の危険に日々さらされる体験であり、放射線
による危害が晩発性傷害や未来の世代に影響
を及ぼすリスクとして現象することに見られ
るように、時間感覚がつくりかえられる過程
である。また、放射線の存在によってすべて
の空間、周辺環境が違和感のある、場合に
よっては危険な別世界であるかのように感じ
られるようになり、人々の空間感覚も大きく
変容させられていくということを、マスコは
重視する。そして、このような核テクノロ
ジーによる日常生活体験の変容を、ニューメ
キシコの多文化コミュニティにおける環境問
題分析として展開することを彼は提案してい
る（Masco 2006: 32-34）。
　そして、マスコが焦点をあてる時代は、冷
戦終結後の 90年代以降の時期であり、マン
ハッタン計画から始まったロスアラモス国立
研究所の活動による周辺環境の放射能汚染の
実態が明らかになり、地域の環境運動や反核
運動が活発化し、研究所および研究所の科学
者の役割自体が核兵器製造に加えて、環境モ
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ニタリングや放射能除染活動、放射性廃棄物
の管理・処理問題への対応など、「非軍事的」
な研究開発に拡大していく時期である。
　このマスコの民俗誌的研究で明らかにされ
ている問題も、国家による核軍事研究開発プ
ロジェクトによる周辺環境の放射能汚染に関
して、最先端の科学研究施設と科学者たちに
よって情報が管理され、環境破壊、健康破壊
の実体が隠蔽されてきたという現実である。
また、ロスアラモス国立研究所では、プエブ
ロ族をはじめとした先住民が研究施設内の清
掃作業員などとして雇われ、不十分な知識、
情報しか与えられないままに防護服なども着
用せずに放射性物質を取り扱う作業をさせら
れてきたという事実、そのような作業に従事
した少数民族住民にガンを発症する人が多い
という実態が、当事者たちへのインタビュー
を通じて明らかにされている。当事者の一
人は、インタビューの中で、研究所を「植
民地主義的施設」だと批判している（Masco 

2006: 135-140）。
　ロスアラモスと同様に原子力関係の研究施
設が立地する東海村をはじめとした茨城県内
の「科学研究都市」のポスト震災社会的現実
を「原子力話法」という点から分析する上で
注目すべきは、ポスト冷戦後におけるロス
アラモス国立研究所の位置づけをめぐる政治
的・文化的言説と対抗言説の展開である。マ
ンハッタン計画に始まるロスアラモス研究所
の立地と核兵器製造・開発研究の歴史的展開
は、地理的・空間的、階級的、人種・民族
的、文化的に截然と区別された二つの世界を
ニューメキシコの北部地域に創り出してき
た。「丘」の上の原子力関連研究施設コミュ
ニティと、研究施設に労働力を主に供給する
「谷間」のコミュニティという対照的な地域
の形成であり、前者の住民はロスアラモス群
に見られるように、白人の高収入、高学歴層
が中心であり、後者の地域ではヒスパニック
やプエブロ族などのアメリカ先住民ら人種的

マイノリティが多数を占めている。
　マスコは、ロスアラモス国立研究所の立地
によって始まった地域形成過程を、「プルト
ニウム経済」が到来したプロセスとして表現
し、その過程で新しい職と科学・技術が導入
されただけではなく、新しい階級的、人種的
分断が地域にもたらされたことを重視する。
そして、この「プルトニウム経済」が地域に
もたらした効果は、経済的、政治的、環境的
なものにとどまらず、根底において文化的な
ものであったと指摘する。それは、土地に基
礎を置いた伝統的な先住民の文化に対して、
「テクノサイエンス文化」が移植されたとい
う現実である（Masco 2006: 160-165）。
　反核運動などを外来思想として批判し、地
域の経済基盤としてロスアラモスを高く評価
し、その将来性に期待する地元住民の意識に
変化が生じてくるきっかになったのは、地域
環境の汚染問題と研究所の目に見えない影
響、見えない汚染源としてのとしてのロスア
ラモス研究所への不安が顕在化してきたこと
に加えて、冷戦終結後の現実の中で 1990年
代半ばに研究所が予算削減を見込んだ人員削
減計画に着手しはじたことがある。1000人
以上の人員が実際に削減された結果、レイ
オフされた労働者たちによる訴訟なども起こ
り、ロスアラモス国立研究所をめぐる地域的
文脈が大きく変化することになる。
　ところが、クリントン政権が「包括的核実
験禁止条約」を遵守することを重視した結果、
核実験を伴わない新しい核兵器開発研究や老
朽化する核兵器を管理・研究するための「科
学に基づいた（核兵器）備蓄管理」（Science-

Based Stockpile Stewardship=SBSS）計画など、
新たな役割がロスアラモス国立研究所に求め
られるようになり、そこに新たに大規模な予
算がつくという事態が生まれる。このような
現実の展開は、ニューメキシコ北部地域の経
済が政府の支援を含めた外部からの資金援助
によって駆動されていること、したがって、
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基本的な点で地域経済が地域的コントロール
の外にあるという現実を示していると、マス
コは指摘する（Masco 2006: 196-211）。
　ロスアラモス国立研究所をめぐる動きで、
「原子力話法」という観点から注目すべきも
う一つの現実は、周辺地域に拠点を持つ反核
市民グループによる、国家的な原子力神話（物
神崇拝）への対抗言説である。ロスアラモス
近郊の州都サンタフェの市民団体である「ロ
スアラモス学習グループ」は、「国連大量破
壊兵器廃棄特別委員会」（UNSCOM）の査察
団をまねて「市民検証チーム」を組織し、ロ
スアラモス国立研究所の核兵器プログラムの
査察を行うというパフォーマンスを研究所入
り口で即興的に行うなど、他国に対して米国
が大量破壊兵器疑惑をつきつけて戦争と経済
的制裁で脅しをかけながら、自らは核兵器開
発と核兵器の現代化をロスアラモスで追求し
ている問題に、人々の関心とメディアの注目
を集める活動を展開してきている。米国こそ
が「ならず者国家」だというこの演劇的な国
家への「口答え」（backtalking）は、環境問
題への関心・懸念を核兵器に対する道義的批
判と融合させ、ロスアラモス研究所を明確に
放射能汚染源として位置づけて正面から批判
したという点で、また、国家安全保障とテク
ノサイエンスの論理とは異なる「対抗言説」
（counter discource）を展開した点でも注目に
値する。
　このような対抗言説を表現する方法の一つ
が、サンタフェからロスアラモスに向かう幹
線道路沿いの「広告看板」（ビルボード）を使っ
たオルタナティブな宣伝活動である。公式の
観光宣伝用のビルボードには、「ロスアラモ
スを探索しよう。ここには科学も含めて魅惑
的なものがたくさんある」という、ニューメ
キシコを「魅惑の地」として神話化してアピー
ルする典型的な宣伝文句が並んでいるが、市
民団体が設置したビルボードには、「ニュー
メキシコへようこそ。アメリカの核兵器植民

地」という言葉が並んでいる。この対抗言説
的な広告看板は、観光客に対してニューメキ
シコに存在する隠された放射能の危険性を
訴えるものだが、同時に、原子力研究所に
通勤する従業員向けの政治的メッセージでも
ある。このような広告戦略は、ニューメキシ
コの二大産業である「爆弾と観光」を結びつ
け、「魅惑の土地」という神話によって核兵
器、核廃棄物、核軍事主義を覆い隠すことを
可能にしてきた、「沈黙のコード」を打ち破
る試みであったと、マスコは評価する（Masco 

2006: 215-219）。
　日本の原子力発祥の地である東海村は、震
災前から「原子力センター構想」を検討し、
震災後に「原子力サイエンスタウン構想」（東
海村 2012）を決定した（渋谷 2013b）。その
議論の過程では、原子力を観光の目玉として
地域振興に結びつけようというアイデアも検
討され、燃料ペレットを模した「ペレットハ
ンバーグ」が入った弁当なども、話題となっ
ていた。原子力工学などを専攻する学生たち
を村内ツアーに招待する「研修」プログラム
をはじめとした「アトムツーリズム」は、以
前から実際に実施されていたが、それをもっ
と広く開かれた観光事業として推進できない
かという発想での議論である。2012年 12月
に公表された「原子力サイエンスタウン構想」
では、「原子力サイエンスツアー」なるもの
が位置づけられている。東海村の研究施設群
は、ロスアラモスのような核兵器開発を中心
とした研究活動を行っているわけではない
が、最先端の科学に子どもたちを触れさせる
という呼び込みで「原子力サイエンスツアー」
なるものを無邪気に売り込むことが、ポスト
震災社会における東海村が置かれた現実の中
で許されることなのであろうか。また、東海
村の日本原子力機構とロスアラモス国立研究
所は、非常に密接な関係にあるという事実も
ふまえておく必要があるだろう。原子力機構
からは、「原子力留学制度」を利用して多く
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の研究者がロスアラモスに送られ、そこで多
様な研究を行い、博士号などを取得している。
日本の原子力研究は純粋科学的研究を行って
いるのであって、核兵器開発のための軍事研
究とは無縁などとは言えない現実があるので
ある。
　マスコは、1990年代に反核市民運動がロ
スアラモス周辺地域で影響力を強めていった
過程をたどりながら、米国の核（兵器）開発
の「知的センター」であったロスアラモス国
立研究所に対して市民の側から批判が高まっ
たことの意味を考察している。「彼らは核複
合体の監督者だった。彼らロスアラモスの人
たちは、何が起こっているかを知っていたに
もかかわらず、何もしなかったのだ」という
サンタフェの市民活動家の声を紹介しなが
ら、国家的な核兵器開発プロジェクトを監督
しうる唯一の存在であるロスアラモス国立研
究所が、秘密主義と「国家安全保障」言説に
よって基本的な説明責任を回避して、地域コ
ミュニティと環境を犠牲にして核兵器開発
を追求してきたことが市民の批判によって
焦点化されているのだと指摘している。市民
活動家たちが 1990年代に組織した各種の集
会、会議は、国立研究所関係者やエネルギー
省の関係者、国会議員らをもまきこみつつ、
国立研究所のこれまでの活動が生みだしてき
た環境影響や健康影響の問題、国立研究所の
これからの役割などについて公共的対話を開
始する試みであり、「専門家中心の合理主義」
（expert rationalism）に対抗する試みであると
評価されている（Masco 2006: 224）。
　核問題に対する地域住民の関心、不安の拡
大と市民運動の新たな展開を「原子力言説」
批判という文脈で理解する上で重要な変化と
して、地域の人口構成とりわけ人種的構成の
変化が注目される。マスコは、ロスアラモス
近郊の州都サンタフェを中心とした市民運動
の背景として、1980年代から 90年代にかけ
ての人口増とその人口増の中心となったアン

グロサクソン系住民の流入に注目している。
豊かな自然環境に魅力を感じて都会から移住
したこれら非ラテン系の白人たちは、核兵器
製造拠点と放射能汚染が身近にあることを知
ることによって、自分たちが想像していた理
想の地が侵害されたという思いを強めること
になる。このような不安意識は、世界規模で
の核戦略や核兵器の脅威に対する不安とは対
照的に、より日常生活に根ざした不安意識と
して形成され、同時に反核運動の側もこのよ
うな核の脅威に関するより日常的な体験を言
説的に記録していくことを重視するようにな
る。核施設周辺の環境破壊問題が研究所に対
する住民の見方を変えただけではなく、住民
の「生きられた空間」や自己、身体イメージ
自体を変容させたのである。そして、このよ
うな日常生活空間や自己の身体にまで進入し
てくる核および放射能に対する不安が、これ
まで原子力に対する批判を抑制し沈黙させる
効果を持ってきた政府や研究所当局の「原子
力言説」（nuclear discourse）あるいは「二重
表現」（doublespeak）を解体させていくこと
になるのである。日常生活的言説に翻訳する
ことが困難なテクノサイエンス的概念を振り
回すこと自体が、真実を意図的に伝えないた
めの「二重表現」として批判されることにな
る（Masco 2006: 228-230）。

3 ． おわりに：「原子力話法」と原発事
故問題をめぐる「科学と政治」の関
係

　われわれの研究テーマは、東海第二原発と
原子力関連研究施設群が立地する東海村を中
心とした地域社会の将来像を、ポスト震災社
会における地域形成という課題を意識して考
察することである。特に、このような地域社
会の将来像を考える場合、東海村が日本にお
ける原子力発祥の地として自らを位置づけ、
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地域形成を行ってきたこと、それは茨城県レ
ベルの地域開発政策の一環でもあり、震災前
後の現時点においても、「原子力」を中核と
して先端科学・技術の研究・開発拠点として
地域開発を推進していく方針として継続して
いる事実を重視する必要がある。そこで問わ
れるべきことは、社会発展、地域開発の起爆
剤として位置づけられてきた「原子力」に関
する「科学」の歴史であり、「原子力」を活
用してきた「政治」の歴史である。それは、
原子力をめぐる「科学と政治」の関係性自体
を歴史的に総括する作業でもある。
　本稿では、「原子力話法」という点から原
子力をめぐる「科学と政治」の不可分性に焦
点を当てた先行研究を主に米国の事例を中心
にレビューしてきた。そこから、震災と福島
第一原発事故を経験したわれわれが日本社会
における原子力と地域社会の関係性を問う場
合に重視すべきどのような教訓をくみ取るこ
とができるだろうか。今後のわれわれの茨城
県を主たるフィールドとした実証研究を進め
るための基本視点、基本的論点として、その
教訓を最後にまとめてみたい。ここでは、福
島第一原発事故に関する代表的な検証作業が
事故からどのような教訓を引き出しているの
かを参照しつつ、理論的な教訓を整理してみ
たい。ここでは代表的な検証作業として、政
府事故調査委員会の最終報告書（東京電力福
島原子力発電所における事故調査・検証委員
会 2013）を事例として、考察を加えてみる。
ここで主に参照するのは、「総括と提言」部
分である。
　最終報告の「総括」部分では、「主要な問
題点」と「重要な論点」について総括的考察
とまとめがされている。主な問題点と論点は
二つの問題に集約できるだろう。一つは、シ
ビアアクシデントの発生をなぜ未然に防止で
きなかったのかという問題、もう一つは、被
害の拡大防止がなぜうまくできなかったのと
いう問題である。どちらの問題も煎じ詰めれ

ば、今回のようなかたちでシビアアクシデ
ントが起こるということを想定していなかっ
たために、事故発生防止の措置も、事故が起
こった場合の被害拡大防止措置も、講じられ
ていなかったということにつきるだろう。そ
れを象徴した事例が、現地事故対策本部とし
て放射線モニタリング活動の拠点としても動
くはずであったオフサイトセンターの機能不
全であり、避難誘導に力を発揮するはずだっ
た SPEEDIを有効に活用できなかったという
問題であった。いずれも、シビアアクシデン
トは起こりえないという「原子力思考」に影
響されて、すべてが「想定外」のこととして
思考の範囲外に置かれていたことが根本原因
だと言える。しかし、政府の事故調報告書は、
不十分な防止策と不十分な事故対応がなぜ生
じたのかを、原子力開発の歴史を特徴づけて
きた「原子力思考」と「原子力話法」にまで
遡及して分析してはいない。
　政府事故調の最終報告書は、メルトダウン
の可能性を記者会見の場で否定した保安員職
員の発言を「否定できない事実を否定するこ
とは、明らかに誤った広報と言うべきである」
と批判し、また、放射線の影響に関する広報
の問題として、枝野官房長官が繰り返し使っ
た「直ちに（人体に影響を及ぼすものでな
い。）」という表現をリスク・コミュニケーショ
ンの観点からみて「緊急時における広報の在
り方として避けるべき」ものと批判的に総括
しているが（東京電力福島原子力発電所にお
ける事故調査・検証委員会 2013: 391-393）、
いずれもそのような発言を行った個人の広報
活動上のまずさを浮き彫りにするにとどまっ
ており、これらの不適切な対応や不適切な表
現が原子力開発と原子力の利用の歴史と不可
分の「原子力思考」、「原子力話法」から生み
だされたものだという批判的な視点はまった
く見られない。また、オフサイトセンターの
機能不全も「複合災害という視点が欠如して
いたこと」から帰結したものと最終報告書は
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指摘するが（東京電力福島原子力発電所にお
ける事故調査・検証委員会 2013: 411）、大規
模な地震に伴って原発事故が起こりうるとい
う問題が、なぜ原子力事業者をはじめとした
関係者たちによって「想定外」とされていた
のかについては、踏み込んだ考察がされてい
ない。しかし、米国における「原子力話法」
の歴史を見れば、このような「想定外」とい
う情報処理＝一定の情報をシャットアウトす
る思考パタンが原子力開発に固有の「思考方
法」であることが明らかになるであろう。
　最終報告書は、大規模な複合災害の発生と
いう点を視野に入れること、リスク認識自体
の転換の必要性を指摘するが、これまでの原
子力利用推進政策自体が「原子力思考」と
「原子力話法」によって支えられてきた現実
をふまえれば、原発を推進するという政策的
立場を前提するかぎりこのような視点の根本
的転換は不可能であると言わざるを得ない。
日本の原子力開発の歴史を見れば明らかなよ
うに、事故や不祥事が起こるたびに「安全文
化」の徹底ということが唱えられ、組織改革
が行われてきたが、いっこうに事故も不祥事
もなくならない。福島第一原発事故の後、原
子力関係者の信頼が地に落ちた状況の中で、
「我が国唯一の総合的原子力研究開発機関で
ある」と自認する日本原子力研究開発機構が、
「もんじゅ」の保守管理上の不備の問題や大
強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）での放
射性物質の漏えい事故を立て続けに起こし、
当時の理事長自らが「社会からの信頼を失い、
不信感を抱かれる事態を招いたことは痛恨の
極みです」（独立行政法人日本原子力研究開
発機構 2013）と言わざるを得ない現実。こ
のような事態の中で、原子力研究機構は、理
事長が先頭になったトップダウンでの改革を
「経営」の視点から行おうとしている。
　しかし、そこで決定的に欠けている視点
は、政府事故調が重視する「被害者の視点」
ではないだろうか。事故調は、原子力発電に

係わる領域を、「システム中枢領域」「システ
ム支援領域」「地域安全領域」の三つに分け、
事業者側の視点からシステムの安全性を見る
場合、まず懸命に取り組むのは、「システム
中枢領域」の安全性の確保で、その領域で安
全策を施すことによって「原発は安全」と認
識し、その認識が確信にまでなると、中枢
領域以外の領域の安全性確保については、緊
張感を持って取り組み、点検する姿勢に緩み
が生じがちになると指摘する（東京電力福島
原子力発電所における事故調査・検証委員会 

2013:  414-418）。このような「原発は安全」
という認識を「確信」にまで高めていくのが
「原子力思考」と「原子力話法」なのであるが、
この原子力固有の思考パタンを中和するため
には、「トップマネジメントによるガバナン
ス」という経営改革の視点だけでは不十分で
あろう。
　そこで必要になるのは、「被害者の視点」
を導入するためのローカル・ガバナンスの枠
組みである。そして、この枠組みが整備され
て「被害者＝住民」の視点が原子力政策分野
で徹底されていけば、「経営資源の適切な配
分見直し」（日本原子力研究開発機構 2013: 8）
にとどまらず、研究活動の優先順位も含め
て、原子力に関する科学・技術の研究開発を
根底から転換せざるをえなくなるだろう。わ
れわれの研究の課題は、東海村の原子力関係
研究施設群に対して、震災と福島第一原発事
故の経験をふまえて地域住民自身がどのよう
な期待と不安をいだいているのかを明らかに
し、原子力研究を中心とした先端科学・技術
の在り方に対して「受益者」としてだけでは
なく、むしろ「被害者」という立場から地域
住民が主体的に関わっていくことを可能とす
る「ローカル・ガバナンス」の枠組みを探っ
ていくことである。震災前からわれわれが科
研費プロジェクトとして実施継続してきた住
民意識調査や関係者へのインタビュー調査の
結果を基にした、上記課題へのアプローチに
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ついては、あらためて別稿を用意したい。

本稿は、科学研究費助成事業「東海村臨界事
故を踏まえた福島原発事故後の環境対策とま
ちづくりに関する総合的研究」（研究課題番
号：25281067、2013年度～ 2016年度、基
盤研究（B）、研究代表者：熊沢紀之）およ
び科学研究費助成事業「ポスト震災社会に
おける科学・技術政策分野のローカル・ガバ
ナンス構築とジェンダー」（研究課題番号：
15K03832 、2015年度～ 2017年度、基盤研
究（C）研究代表者：渋谷敦司）による研究
の成果の一部である。
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